
令和５年度第３回 小松市地域公共交通活性化協議会 

 

 

                 日 時  令和６年２月１９日（月） 

                      ９：３０～ 

                 場 所  小松市役所７階会議室 

 

 

会 議 次 第 

 

１．開会挨拶   会長 越田 幸宏 

 

２．協議事項 

 （１）自家用有償旅客運送の運行について 

 

３．その他 



区　分 団体・役職名 備考 出欠
小松商工会議所
空港・都市政策委員会委員長

今出 真稔 オンライン ○

小松市町内会連合会会計 北川 潔 監事 ○
小松市老人クラブ連合会副会長 下中 孝敏 ○
小松市校下女性協議会会長 久保 由味子 ○
加賀地区高等学校校長会 源 義則 オンライン ○
小松市障害者自立支援協議会事務局 森田 敏裕 オンライン ○
国土交通省北陸信越運輸局
交通企画課長

新倉 孝礼 ×

国土交通省北陸信越運輸局
石川運輸支局 首席運輸企画専門官

高橋 岳大 ○

石川県企画振興部新幹線・
交通対策監室　交通政策課主幹

石黒 裕介 ×

石川県南加賀土木総合事務所
維持管理課長

曽宇谷 憲一 ×

石川県小松警察署 交通課長 西尾 恵和 オンライン ○
北鉄加賀バス株式会社 取締役社長 新谷 良二 ○

北鉄白山バス株式会社代表取締役社長 松田 隆一 ○

日本海観光バス㈱ 西出 揮一郎 ○
小松地区タクシー協会 道端 隆一 ○

旅客自動車運送事

業者の事業用自動

車の運転者が組織

する団体

北陸鉄道労働組合北鉄加賀バス
小松職場委員

植村 猛 ○

小松市副市長 越田 幸宏 会長 ○
小松市都市創造部長 西村 章 監事 ○
小松市教育委員会教育次長 林 政憲 ○
公立小松大学
国際文化交流学部 教授

中子 富貴子 副会長 ○

西日本旅客鉄道株式会社
金沢支社 交通企画室長

鹿野 剛史 ×

日野自動車株式会社
商業CASE推進部執行職

松山 耕輔 ×

石川県レンタカー協会　常務理事 野村 光洋 ×
(一社)こまつ観光物産ネットワーク
専務理事兼事務局長

清水 康正 ○

任期：令和４年7月1日 ～令和６年６月30日

市長が必要と

認める者

小松市地域公共交通活性化協議会　委員名簿
（敬称略・順不同）

氏　名

旅客自動車運送事

業者及びその関係

団体の職員

住民又は

利用者の代表

国及び県の関係行

政機関の職員

市職員



（仮称）小松市版自治体ライドシェアの実装について

<実施主体>

<運行区域・時間帯>

小松市

小松市内全域（発地・着地のいずれかが小松市内）
１７時から２４時の間
※交通空白：タクシードライバーが不足している夜間の時間帯

<運行管理者・整備管理>

<ドライバー>

<予約方式>

アプリ、コールセンター

<概要>

<保険>

自家用有償運送保険

<運行開始日>

日常的に移動に不便さを感じている住民や観光客、新しく開通する北陸新幹線で本
市を訪れた方々の移動の利便性向上に加え、能登半島地震で被災された二次避難
者の方々の移動を確保するために、タクシーが不足している夜間の時間帯に自家用車
を活用した小松市版自治体ライドシェアを運行するもの。

令和６年３月中旬までの間で準備が整い次第運行開始

責任者・代行者：小松市タクシー協会へ依頼予定 ※事業者協力型

１０名 大臣認定講習受講者（2名） ２種免許保持者（１名）
大臣認定講習受講予定者（７名）
※今後、随時追加登録予定

<運賃>

タクシー運賃の８割程度（別紙のとおり）

<遠隔点呼の実施>

運行管理者がビデオ通話でアルコール検知器の数値を確認・記録

№1



<運行管理・整備管理に係る指揮命令系統>

代表者
小松市

運行管理責任者
タクシー会社
氏名

運行管理責任者の代行者
タクシー会社
氏名

ドライバー

10名

整備管理責任者
タクシー会社
氏名

<事故処理連絡体制>

苦情処理責任者
小松市

苦情処理担当者
コールセンター

ドライバー 事故対応責任者
タクシー会社
氏名

代表者
小松市

小松警察署 小松市地域公共交通活性化協議会・石川運輸支局

<苦情処理体制>

（仮称）小松市版自治体ライドシェアの実装について
№2

<運賃（別表）>

1 400

1.3 0.3 500

1.6 0.3 600

1.9 0.3 700

2.2 0.3 800

2.5 0.3 900

2.8 0.3 1,000

3.1 0.3 1,100

3.4 0.3 1,200

3.7 0.3 1,300

4 0.3 1,400

4.3 0.3 1,500

4.6 0.3 1,600

4.9 0.3 1,700

5.2 0.3 1,800

5.5 0.3 1,900

5.8 0.3 2,000

6.1 0.3 2,100

6.4 0.3 2,200

6.7 0.3 2,300

7 0.3 2,400

kmまで 加算距離 タクシー運賃の８割

※7ｋｍ以降、300ｍ毎に１００円加算


